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第１章　環境影響評価と会場計画の検討の経緯第１章　環境影響評価と会場計画の検討の経緯第１章　環境影響評価と会場計画の検討の経緯第１章　環境影響評価と会場計画の検討の経緯

１　会場計画の変更と環境影響評価

 (1)　会場候補地

　　　本博覧会の会場候補地の区域については、関係機関や住民の方々の意見等を反映し、博覧会事

業による環境負荷の低減に努めることにより、より環境に配慮することができるよう変更してき

たところであり、これまでの会場候補地の区域変更の経緯と環境影響評価の関わりについて、

表１－１－１に示す。

　　　また、環境影響評価手続きの流れと現在までの実施状況の概略を図１－１－１に示す。

　　　なお、現段階では BIE登録手続きが未了であり、国際博覧会条約に基づく登録会場の区域及び

登録区域外において博覧会事業を実施するための関連会場等の区域が確定していないことから、

本博覧会に係る環境影響評価における事業予定地は、誘致段階及びその後に追加された会場候補

地の全域を対象としている。

 (2)　会場計画

　　　本博覧会の事業内容は環境影響評価の実施と並行して計画の策定作業が行われていること、ま

た、これらの事業は広範囲に及ぶものであり、施設等の計画内容や熟度は様々なものになること

が想定されることから、環境影響評価に当たっては、事業計画へのフィードバックが十分に行わ

れるように、会場計画の策定と連動した取組みを目指している。会場計画の変更と環境影響評価

の流れの概略を図１－１－２に示す。

　　　なお、これまでの主な会場計画の検討に係る計画図面を図１－１－３～図１－１－７に示

す。また、現在の会場計画の概要については第２章第１節に示す。
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表１－１－１　会場候補地の区域変更の経緯と環境影響評価の関わり表１－１－１　会場候補地の区域変更の経緯と環境影響評価の関わり表１－１－１　会場候補地の区域変更の経緯と環境影響評価の関わり表１－１－１　会場候補地の区域変更の経緯と環境影響評価の関わり

会場候補地 区域変更の経緯等 環境影響評価

瀬戸市
南東部

・昭和 63年に、21世紀初頭の国際博覧会開催構想
の推進を地元で合意

・その後、調査研究が行われ、平成 2年 2月、国際
博覧会の適地として瀬戸市南東部を選定

第
１
段
階 瀬戸市
南東部
約 650
ha

・平成 6年 6月、21世紀万国博覧会誘致委員会（愛
知県、名古屋市、地元経済界等）が、瀬戸市南東
部の約 650 haを会場エリアとする構想を発表

 （図１－１－３）

第
２
段
階

瀬戸市
南東部
約 540
ha

・平成 7年 12月、開催申請に際し環境に配慮する
観点から、会場候補地の大まかな区域設定イメー
ジとして A,B,Cゾーンに区分するとともに、会場
エリアを約 540 haに縮少する構想に変更し、政府
において閣議了解（図１－１－４）

・平成 8年 4月、政府は BIEに博覧会開催を申請し、
平成 9年 6月の BIE 総会において 2005年の国際
博覧会を日本で開催することが決定

 （図１－１－５）

・平成 10年 7月及び 11月の公表を踏まえ、平成 11
年 1月に会場計画検討案を公表（図１－１－６）

・平成 10年 4月、実施計画書を
作成し、公告・縦覧（環境影
響評価手続きを開始）

・平成 11年 2月、準備書を作成
し、公告・縦覧

第
３
段
階

瀬戸市
南東部
約 540
ha
 及び
愛知青
少年公
園等

・準備書について、愛知県知事から、環境負荷のよ
り一層の低減を図るよう幅広い検討を行うこと
等の意見をいただいたことを踏まえるとともに、
会場候補地内でオオタカ営巣が確認されたこと
を一つの契機として、環境保全措置として愛知青
少年公園等を利活用することに係る検討に着手

・平成 11年 9月に会場計画検討案を公表
 （図１－１－７）

・平成 11年 10月、評価書を通
産大臣に送付するとともに公
表

・この評価書では、準備書段階
の会場計画検討案（第Ⅰ案）
と、従来からの会場候補地に
加えて愛知青少年公園等を利
活用する会場計画検討案（第
Ⅱ案）について総合的に評価
した結果、第Ⅱ案を選択する
ことにより博覧会事業に係る
環境影響の程度の低減を図る
ことができるものと判断

第
４
段
階

瀬戸市
南東部
(一部)
 及び
愛知青
少年公
園等

・本年 4月 4日、通産大臣、愛知県知事及び博覧会
協会会長の３者で、海上地区での会場の縮小及び
新住事業の中止等長期的地域整備事業の計画見
直しに関する基本的方向を合意

・本年 5月 25日に検討会議を設置し、7月 24日に
合意されたより環境に配慮することを目的とし
た新たな海上地区整備計画(案)を踏まえて、9 月
19 日の閣議決定を受けて同日付けで政府が BIE
に登録を申請（第２章第１節参照）
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　　　　　    実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書    　　公告、愛知県知事及び瀬戸・豊田市長に送付；平成 10年 4月 17日
　　　　　　　　　　縦　覧；平成 10年 4月 17日～5月 18日　378名
　　　　　　　　　　説明会；瀬戸市内 1か所・豊田市内 1か所　合計 535名

　　　　　　　住民意見の      募集；平成 10年 4 月 17日～6月 1日　474件
　　　　　　　愛知県知事の意見；　　〃　　9 月 11日　　　　瀬戸・豊田市長の意見
　　　　　　　通産大臣の      助言；　　〃　　11月 19日

　　　　　 《 調査・予測・評価の実施 》

　　　　　    準準準準    備備備備    書書書書    　　　　　　　　公告、愛知県知事及び瀬戸・豊田市長に送付；平成 11年 2月 24日
　　　　　　　　　縦　覧；平成 11年 2月 24日～3月 23日　334名
　　　　　　　　　説明会；瀬戸市内 3か所・豊田市内 1か所　合計 618名

　　　　　　　住民意見の募集；平成 11年 2月 24日～4月 6日　271件

　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　○　○　「意見の概要及び協会の見解を記載した書面」「意見の概要及び協会の見解を記載した書面」「意見の概要及び協会の見解を記載した書面」「意見の概要及び協会の見解を記載した書面」
　　　　　　　　　愛知県知事 及び 瀬戸・豊田市長に送付；平成 11年 4月 20日

　　　　　　　愛知県知事の意見；平成 11年 6月 10日　　　　瀬戸・豊田市長の意見

　　　　　    評評評評    価価価価    書書書書    　　通産大臣へ送付；平成 11年 10月 25日　　　同日付､環境庁長官へ送付
　　　　　　　　　（ 閲覧；平成 11年 11月 1日～11月 30日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境庁長官の意見；平成 11年 12月 8日

　　　　　　　通産大臣の意見；平成 12年 1月 21日

現在現在現在現在

　　　　　    評評評評    価価価価    書書書書（修正後）（修正後）（修正後）（修正後）　　通産大臣・愛知県知事等へ送付、公告・縦覧等

　　　　　 《 追跡調査の実施 》

　　　　　　　　　　　　　　　通産大臣・愛知県知事へ送付、公表

図１－１－１　図１－１－１　図１－１－１　図１－１－１　2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価の手続きについて年日本国際博覧会に係る環境影響評価の手続きについて年日本国際博覧会に係る環境影響評価の手続きについて年日本国際博覧会に係る環境影響評価の手続きについて

追跡調査報告書追跡調査報告書追跡調査報告書追跡調査報告書
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（次ページへ続く）

図１－１－２図１－１－２図１－１－２図１－１－２(1)(1)(1)(1)　会場計画の変更と環境影響評価　会場計画の変更と環境影響評価　会場計画の変更と環境影響評価　会場計画の変更と環境影響評価

（図１－１－７参照）

（図１－１－５参照）

（図１－１－６参照）

・想定入場者数　2,500万人
・計画基準日　　275,000人
・海上地区については、新
住事業の一部区域及び既
存の造成地等の適切な利
用が前提

・瀬戸市南東部（海上地
区）約 540 haが会場候
補地
・A,B,C 3ゾーンに区分

平成 11年 6月 10日

平成 11年 2月 24日

平成 10年 4月 17日
実施計画書実施計画書実施計画書実施計画書

通産大臣の意見通産大臣の意見通産大臣の意見通産大臣の意見

評評評評    価価価価    書書書書

準準準準    備備備備    書書書書

知事意見知事意見知事意見知事意見

平成 11年 6月～7月
会場候補地内でオオタカ営巣が確認されたことを一つの契機として、環境
負荷のより一層の低減を図るため、環境保全措置として愛知青少年公園等
を利活用することに係る検討に着手

平成 12年 1月 21日
第Ⅱ案の方向を採用することにより、総合的評価において環
境影響の程度が低減されることは一定程度明らか。
評価書の修正を行う際には、第Ⅱ案の検討を具体的に進めて、
より明らかに低減を示すべき。

平成 11年 10月 25日

平成 12年 4月 4日
「海上の森の博覧会事業及び地域整備の基本的方向につい
て」の合意

平成 12年 7月 24日
検討会議において、新たな海上地区整備計画(案)の合意

・想定入場者数　2,500万人
・計画基準日　　275,000人
・土地利用の検討に当たっ
ては、長期的地域整備事業
との整合性を十分に図り、
新住事業の一部区域及び
既存の造成地等の適切な
利用が前提

・計画基準日における同時滞在者数は、
　　　 海上地区：青少年公園地区＝１：１
　とし、両地区を地区間移動シャトルバスで
結んで一体的な会場として運用
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）環境影響評価手続き、会場計画の検討図面は、
主なものを抜粋した。

図１－１－２図１－１－２図１－１－２図１－１－２(2)(2)(2)(2)　会場計画の変更と環境影響評価　会場計画の変更と環境影響評価　会場計画の変更と環境影響評価　会場計画の変更と環境影響評価

（図２－１－１参照）

・想定入場者数　 1,500万人
　　　　（目標　 1,800万人）
・計画基準日　　　12.5万人
　　海上地区　　　 1.5万人
　　　　　（1日延べ 3万人）
　　青少年公園地区　11万人

修正評価書修正評価書修正評価書修正評価書

現
在
現
在
現
在
現
在

追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査
報報報報    告告告告    書書書書

博
覧
会
事
業
の
実
施

会場建設工事

2005年
博覧会開催

撤去工事
追跡調査結果の反映
（工事中、開催期間
中の環境モニタリ
ング結果も反映）

検討状況検討状況検討状況検討状況
報告書報告書報告書報告書

具体的な会場計画に
反映

実施設計





ESC

ESC

図１－１－６　会場計画検討案（平成１１年１月２２日公表：グランドレベル）
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歩行者空間 120,000�

0 100 200 300 400 500 1,000ｍ

屋内展示空間（トポス型） 120,000�

屋外型展示空間（領域型） 75,000�

サービス施設 14,000�

管理施設 25,000�

拠点施設敷地

基幹路網

毛細路網

動く歩道

50,000�

ｹﾞｰﾄｽﾙｰｼｬﾄﾙﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

バスロータリー

場内シャトルバス乗降場

8,300�

11,000ｍ

20,000ｍ

図１－１－５　会場構想図（平成８年１１月BIE予備調査団説明時）



管理施設ゾーン

外国政府及び自治体出展ゾーン

民間出展ゾーン

民間出展ゾーン

民間出展ゾーン

政府及び自治体出展ゾーン

森林体感地区

森林体感地区

屋内展示空間（トポス型）

催事施設

サービス施設

供給処理施設

バスターミナル

管理事務所等

迎賓館

デッキ等

既存施設

屋外型展示空間（領域型）

基幹路

水平回廊

里山トレイル

拠点施設敷地

場内シャトルバス経路（調整中）

18,000 ｍ

4,000 ｍ

27,000 ｍ

9,000 ㎡

137,000 ㎡

20,000 ㎡

27,000 ㎡

32,000 ㎡

156,000 ㎡

16,000 ㎡

■主要施設地
区

■森林体感地
区

■場内観客輸送主要動
線

図１－１－７　会場計画検討案（平成11年９月９日公表：グランドレベル）

0 100 200 300 400 500 1,000ｍ
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２　今後の環境影響評価の進め方

 (1)　修正評価書の作成

　　ア　修正評価書の対象とする博覧会計画

　　　　会場計画、運営計画等は、本年 12月に予定されている BIE 総会において承認される基本的

な計画をもとにその具体化が図られることから、修正評価書については、この BIE総会におけ

る基本的な計画及びその具体化されたものを対象として作成する方向で検討を進めている。

　　イ　修正評価書の作成の基本的方針

　　　　これまでの環境影響評価の経緯を踏まえ、通産大臣の意見を勘案して評価書の記載内容に検

討を加え、事業内容等の修正に係る部分について環境影響評価を再実施した上で、通産省要領

に基づき、修正評価書を作成するものとする。

　　　　その際、本報告書についての住民意見等にも配慮するものとする。

 (2)　今後の調査計画

　　ア　修正評価書までの調査

　　　　海上地区においては、準備書作成以降も一部の調査項目について継続して調査を行っている

ほか、愛知県知事の意見、通産大臣の意見等を踏まえ調査項目を追加している。

　　　　一方、青少年公園地区においては、評価書作成以降も引き続き追加調査を実施しており、今

年７月までで調査期間が１年間となったが、引き続き必要な調査項目について継続して実施し

ている。

　　　　これらの継続・追加調査の結果については、これまでに実施した調査結果と合わせて取りま

とめ、修正評価書に記載するものとする。

　　イ　追跡調査

　　　　修正評価書の公告後から解体工事終了までの期間においては、修正評価書に記載する追跡調

査計画に基づき調査を実施し、工事中及び事業の実施時期の環境の状況を把握するとともに、

予測の不確実性への対応、環境保全措置の効果の確認等を目的に行う。

　　　　評価書においては、追跡調査として次の調査を実施することを計画している。

１　工事中及び事業の実施等に伴う環境モニタリング調査

２　今後の計画熟度に対応して実施する追跡調査

 (1)　森林体感地区の施設整備に伴う環境影響調査

 (2)　各種施設の運用や利用者の入込み及び会場候補地へのアクセス交通に伴う環境
影響調査

 (3)　会期終了後の工事に伴う環境影響調査

 (4)　青少年公園地区等の利活用に伴う環境影響調査

３　その他

　　　今後、工事計画、運営計画等が具体化した段階で、追跡調査計画についても必要な見直しを行

い、修正評価書に計画を記載していくものとする。
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　　　特に、海上西及び海上南地区については、検討会議で合意された新たな海上地区整備計画(案)

を踏まえて今後計画の具体化が進められることになり、従来の会場計画検討案とは大きく変更さ

れたことから、環境影響についてさらに詳細に把握する必要がある事項は、追跡調査において対

応するものとする。

　　　また、青少年公園地区の利活用に伴う環境影響調査については、評価書作成時点において追加

調査を実施中であったこと、また、会場計画が具体化していなかった段階で調査、予測を行って

いたことから、追跡調査を実施することとしていた。今後、会場計画の熟度が一定程度高まった

段階で修正評価書を作成することから、青少年公園地区の利活用に係る環境影響については、で

きる限り修正評価書において予測・評価を行うこととする。なお、その後も引き続き計画熟度に

対応して環境影響を把握することが必要な事項は、追跡調査において対応するものとする。

　　　なお、追跡調査の結果については報告書を取りまとめて公表するとともに、通産大臣及び愛知

県知事に送付し、環境の保全の見地からの助言を求めるものとする。そして、これらの助言を踏

まえるとともに、報告書に対して寄せられた住民等の意見に配意して、環境の保全のための措置

を新たに講ずるなど適切な対応について検討するものとする。


